
 
 

 

「令和２年度の市組織機構」について 

 震災から８年１０か月が経過し、東松島市としては、被災者の住宅再建支援など復

旧・復興事業を最優先に業務に取り組んでまいりました。 

当初予定されていた「復興期間」も残り１年２か月となり、ハード事業については残

された期間内に確実な事業完結を目指すとともに、心の復興、ＳＤＧｓ及び地方創生事

業についてはさらに取組を進めてまいります。 

そのような中で、きめ細かな市民サービスの推進、分かりやすい行政組織機構の構築、

業務の効率化等を図るため、今般、各部課の事務分掌の見直しを行い、部の編成や、一

部の課の統合、課名の見直し、課長補佐職の導入及び班制から係制への移行の検討を進

めた結果、４月１日から係制の組織に移行することといたしました。 

具体的には、ＳＤＧｓと市総合計画等が連動した事業推進を図るため、地方創生・Ｓ

ＤＧｓ推進室を総務部から復興政策部へ所管変更し、市民課と環境課を統合し市民生活

課に、行政経営課を財政課に課名を変更し、課長補佐職は各課に１名を配置、係制の導

入については現在５５ある班を６５の係とし、班長に代わり係長を設置することといた

しました。 

課長補佐職の主な役割としては、課長代理としての機能と他課との調整役としての役

割とともに、人事管理及び各係間の連携を担うものであります。 

また、係長職については、一定の責任を持つ職位を担うことにより部下職員の人材育

成やモチベーションの向上、将来管理職となった際のマネジメント能力の向上など、管

理監督職の役割を比較的若い時期から自覚することにより、職員能力の向上など人材育

成を図るものであります。 

以上とともに、今後職員研修についても一層の充実を図り、全職員の資質の向上に努

め、市政の推進に貢献できる職員体制としてまいります。 

 

 

○令和２年度組織機構図 
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課長補佐及び係長の役割について 
 
【課長補佐】（調整・監督） 
１ 課長の意向を汲み取り、課内及び他課との調整役としての役割を担う。 
２ 課長と共に課内職員を管理・監督し、助言役、相談役及び課員の人材育成を担う。（部下に任せ

た業務の進捗状況の確認、把握、助言） 
３ 庶務事務システムによる課内職員の出勤状況、時間外勤務状況の把握と承認・確認を行うとと

もに、特定職員への業務集中を抑止し、働き方改革を推進する。 

４ 課長と共に係間の課内協力に向け、特定の係がマンパワー不足等の場合は、各係長と協議し、

必要に応じて調整する。 

５ 課長と共に、定期的に係長以上で会議を開催し、係間の主要行事等を確認するとともに、課の

ホームページの更新情報を適宜確認し、各係への更新を促す。 

６ 人事評価面談では、第 1 次評価者である課長の補助者として同席し、所属長とともに業務達成

内容等の確認・指導・助言を行う。 

 
【係長】（実務） 
１ 係のリーダシップを図り、係員を統率する。 
２ 係員の業務の進捗状況を把握し、指導・助言を行う。 
３ 係員の職階、能力に合わせて事務分担をし、業務及び時間外勤務時間の平準化を図る。 
４ 課長補佐から課内業務の協力依頼があった場合は、原則協力し、課内業務遂行の安定化に努め

る。 
５ 課長補佐から庶務事務システムのデータ等の提供を受け、係長が係員の勤務状況等を確認し、

円滑に係内の業務が遂行するようにマネジメントを行う。 
６ 定期的に係内ミーティングを開催し、係員のスケジュール等の情報共有を図る。 
７ 課（係）のホームページの更新情報を適宜確認し、市政情報に遺漏のないように係員に指示を

行う。 

 
 

今後のスケジュール 
 

２月 ６日  議員全員説明会 組織機構改革概要説明 

 

２月１３日  関係条例（部設置条例、給与条例）の改正を議会に上程 

※並行して関連規則、要綱等の改正を年度内に実施 

 

３月 中旬  市民への周知（市報及びホームページ等） 

 

３月 下旬  人事異動内示 

 

４月 １日  新組織機構による業務開始 

 

■問い合わせ 総務部総務課総務班 ８２-１１１１（内線１２１５） 



●東松島市行政組織機構図（令和２年４月１日案）

7 部 5 局 22 課 4 室 65 係

３係

※行政経営課より課名変更

３係

危機管理監

２係

２係
◆大溜分庁舎

３係

２係

１係
（新設）

地方創生担当部長（室長兼務） ※総務部から復興政策部へ所管変更

１係
（新設）

※市民課・環境課統合

４係

３係

固定資産税係

１係

２係

（廃止）

３係

３係

　

３係

参考：R2.2.6現在の
班等

市長 総務班 総務係

人事班 人事係

副市長

財政課 行政経営班 財政係

管財契約班 管財契約係

副市長 総務部 総務課 秘書広報班 秘書広報係

消防安全班 消防・交通・防犯係

震災復興伝承館

市民協働課 協働推進班 協働推進係

用地管理班 用地管理係

防災課 危機対策班 危機対策係

復興政策部 復興政策課 復興政策班 復興政策係

地域支援班 地域支援係

工事検査室

基地対策班 基地対策・地域振興係

地域振興班 統計・情報システム係

復興都市計画課 都市計画班 都市計画係

市民生活部 市民生活課 窓口サービス班 戸籍住民係

都市整備班 都市整備係

政策事業推進室 政策事業推進係

保険年金班 国保医療給付係
高齢医療給付・年金係

地方創生・ＳＤＧｓ推進室 地方創生・ＳＤＧｓ推進係

一般廃棄物最終処分場（矢本・鳴瀬）

火葬場

税務課 住民税班 市民税係

固定資産税班

環境班 環境係

鳴瀬総合支所
野蒜交付所

宮戸交付所

保健相談センター（鳴瀬）

国保介護諸税係

収納対策課 収納対策班 収納対策係

保健福祉部 福祉課 福祉総務班 福祉総務係

子育て支援課 子育て支援班 子育て支援係

生活保護班 生活保護係

（社会福祉事務所） 生活再建支援班

高齢障害支援課 障害福祉班 障害福祉係

保育班 保育支援係

家庭支援係

保育所

子育て支援センター（矢本、鳴瀬）

高齢介護班 高齢介護係

包括ケア推進班 包括ケア推進係

福祉交流プラザ

保健相談センター（矢本）

健康推進課 健康推進班 予防健診係

健康支援班 健康支援係

家庭支援班 子ども健康係
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◆大溜分庁舎 ■奥松島縄文村

奥松島縄文村歴史資料館

図書館

１係
◆大溜分庁舎 （新設）

１係
（新設）

１係

★鳴瀬庁舎 （新設）

１係
（新設）

１係
（新設） （総務部総務課併任）

（総務部総務課併任）

建設部 建設課 建設総務班 建設総務係

建築班 建築係

下水道課 経営班 経営係

施設班 施設整備係

道路公園整備班 建設係

道路公園管理班

公園緑地係

建築住宅課 住宅班 住宅係

管理係

農林水産振興班 農政係

農林水産振興係

農業復興班 農林水産整備係

復興施設班 施設管理係

産業部 農林水産課 農政班 農林水産総務係

商工観光課 商工企業推進班 商工振興・企業誘致係

観光振興班 観光振興係

会計管理者 会計課 会計班 会計係

教育施設班 教育施設係

学務班 学務係

教育指導班 教育指導係

教育委員会

教育長 教育部 教育総務課 教育総務班 教育総務係

スポーツ振興班 スポーツ振興係

東京オリンピック・パラリンピック推進室 東京オリンピック・
パラリンピック推進係

議会 議会事務局 議事総務課 議事総務係

ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ推進班 ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙ推進係

生涯学習課 社会教育班 社会教育係

文化財班 文化財係

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局 選挙係

固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会事務局

※出先機関については、職員が配置されている、または職員が管理者等の任命を受
けているもののみを表記しています。

農業委員会 農業委員会事務局 農地係

監査委員 監査委員事務局 監査係


